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（証券コード 6798） 
平成25年６月６日 

株 主 各 位 
東京都品川区戸越６丁目５番５号 

Ｓ Ｍ Ｋ 株 式 会 社 
代表取締役会長 中 村 哲 也 

 

第91回定時株主総会招集ご通知 
 

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 
 さて、当社第91回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご案内申しあげます。 
 なお、当日ご出席願えない場合には、書面により議決権を行使することができま
すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議
決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成25年６月20日(木曜日)午後５時５分
までに当社に到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげます。 

敬具 
記 

 

1.  日  時 平成25年６月21日（金曜日）午前10時 
2.  場  所 東京都品川区大崎１-11-１ ゲートシティ大崎 ゲートシティホール
3. 株主総会の目的事項 
 報 告 事 項 1. 第91期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）事業

報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件 

  2. 第91期（平成24年４月１日から平成25年３月31日まで）計算
書類報告の件 

 決 議 事 項  
 第１号議案 剰余金の処分の件 
 第２号議案 監査役１名選任の件 
 

以上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
（お願い）当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願いいたします。 
（ご案内）添付書類および株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合には、当社

ホームページ（http://www.smk.co.jp/）において、修正後の事項を掲載させて
いただきます。 
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（添付書類） 
事 業 報 告 

 

(
平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで)

 

１．企業集団の現況に関する事項 
 

(1) 事業の経過及びその成果 
当期における世界経済は、欧州債務問題の継続、中国をはじめとする新興国の経

済成長の鈍化もあり先行き不透明な状況で推移しました。日本経済も、歴史的な円
高の進行、日中関係の悪化、エネルギー問題などの影響を受け、引き続き厳しい状
況で推移しましたが、2013年に入り、米国経済の持ち直し、安倍新政権の経済政策
への期待感による円高是正と株価の回復により、明るい兆しも見え始めました。 
当電子部品業界におきましては、スマートフォン、タブレットＰＣなどの急速な

普及による情報通信向け、海外での伸長が大きい自動車向け、環境市場向け部品な
どを中心に堅調でありましたが、超円高による競争力の低下、日中関係の悪化の影
響を受けたほか、薄型ＴＶを筆頭とするデジタル家電向けについては引き続き低水
準で推移いたしました。 
このような状況の下、当社は積極的な新製品の投入と価格競争力の向上、営業力

の強化などに努めてまいりましたが、当期の連結売上高は544億７千５百万円（前
期比1.6％減）となりました。 
セグメントの業績は、次のとおりであります。 
（ＣＳ事業部） 
コネクタは、主力の通信市場では、海外大手得意先の新製品向けに新たに採用さ

れたほか、中華圏など海外を主とするスマートフォン向けが順調であったことから
前年を上回りました。情報市場では新型タブレットＰＣ向けが好調で大幅増加とな
ったほか、自動車向けも堅調に推移しました。また、環境市場では太陽光発電モジ
ュール向けがメガソーラーへの採用拡大により、前年より大きく伸長しました。 
この結果、当事業の売上高は254億９千８百万円（前期比12.6％増）となりまし

た。 
（ＦＣ事業部） 
主力のリモコンは、日系得意先の薄型ＴＶを始めとしたデジタル家電低迷の影響

を大きく受けましたが、海外ＩＰ-ＴＶ／セットトップボックス市場での新規参入、
また、サニタリー、太陽光発電モニター向けの住宅設備関連、介護ベッド向け等の
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医療・福祉関連で需要が堅調に推移したことにより、前年同期と同じレベルにて推
移しました。スイッチは海外スマートフォン向けで得意先の販売不振と他の得意先
への展開が進まず、大幅な減少となりました。ユニットにおいても、日系薄型ＴＶ
関連商品の販売不振とスマートフォン向けの販売低迷により低調に推移しました。 
この結果、当事業の売上高は188億３百万円（前期比14.7％減）となりました。 
（ＴＰ事業部） 
自動車向けは、カーナビゲーション用タッチパネルが国内外得意先からの引き合

いが活況を呈したため高水準の売り上げで推移しました。ＡＴＭ向けも中国市場向
けが好調に推移し、また、電子辞書向けなども好調でしたが、スマートフォン向け
については、価格低下による競争激化の影響を受け、大きく落ち込みました。 
この結果、当事業の売上高は99億２千３百万円（前期比4.8％減）となりました。 
収益につきまして、当社グループは新製品投入、販売体制強化による拡販、原価

低減活動、生産拠点の集約、及び固定費削減等の諸施策を推進し、利益の確保に努
めましたが、市況悪化による減収と生産コストの上昇等の影響により厳しい業績と
なりました。 
以上の結果、当期の連結売上高は544億７千５百万円（前期比1.6％減）、営業損

失は８億５千３百万円（前期は営業損失11億６千６百万円）、経常利益は15億７千
６百万円（前期は経常損失10億８千３百万円）、当期純損失は１億９千８百万円（前
期は当期純損失７億９千９百万円）となりました。 
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セグメント別売上実績 
(単位：百万円) 

期 別 
 

セグメント 

第90期（前期） 
(23年４月～24年３月)

第91期（当期） 
(24年４月～25年３月) 対前期増減率

金    額 金    額 

Ｃ Ｓ 事 業 部 
(コネクション・システム) 22,639 25,498 ＋12.6％ 

Ｆ Ｃ 事 業 部 
(ﾌｧﾝｸｼｮﾅﾙ･ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂ) 22,049 18,803 △14.7 

Ｔ Ｐ 事 業 部 
( タ ッ チ ・ パ ネ ル ) 10,418 9,923 △4.8 

そ の 他 234 251 ＋7.3 

合 計 55,340 54,475 △1.6 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 
 
(2) 資金調達及び設備投資についての状況 

当期は、社債又は新株式の発行等による資金調達は行っておりません。 
当期における設備投資は、新製品開発や生産の自動化、省力化を図るための金型

や機械を中心に、34億９千２百万円となりました。 
 

(3) 財産及び損益の状況 

期 別 
 
区 分 

第88期 
(21.４～22.３)

第89期 
(22.４～23.３)

第90期 
(23.４～24.３) 

第91期(当期)
(24.４～25.３)

売 上 高 (百万円) 64,371 61,914 55,340 54,475 

経 常 利 益 (百万円) 2,582 2,505 △1,083 1,576 

当 期 純 利 益 (百万円) 1,862 1,037 △799 △198 

１株当たり当期純利益 (円) 25.19 14.14 △11.04 △2.78 

総 資 産 (百万円) 56,113 53,059 53,883 52,498 

純 資 産 (百万円) 31,127 29,862 28,257 28,204 

（注）１株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均株式数に基づき算出して
おります。 
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(4) 対処すべき課題 

安倍新政権の経済政策による円高水準の是正の動きや米国を中心とする海外経済
に回復の兆しがみられ、我が国経済も底打ち感がありますが、欧州債務問題の継続、
原材料価格の高止まりなどの懸念材料があり、先行きはなお不透明な状況にありま
す。 
当電子部品業界は、薄型ＴＶなど一部には急速な回復が望めない状況にあるもの

の、スマートフォン、タブレットＰＣなどの需要拡大、米国、新興国を中心とした
自動車向けの堅調な需要が見込まれるほか、太陽光発電やスマートグリッドなどの
エネルギー関係を中心とした新市場への展開が加速すると思われます。新興国の同
業との競争激化の懸念材料があるものの、全体としては緩やかな拡大が見込まれま
す。 
当社グループも、従来から取り組んでおります経費削減などの経営体質のスリム

化による効率的な経営と体質の強化を徹底するとともに、危機管理対応のさらなる
強化に努めてまいります。また、成長が期待される新興国市場への機敏な取り組み、
通信市場、カーエレクトロニクス市場でのシェア拡大及び環境関連、ヘルスケア関
連等の新市場への注力などにより、環境の変化に対応し、成長を継続できる企業体
質づくりに万全の努力を払ってまいります。 
  

(5) 主要な事業内容 

当社の企業集団は民生用電子機器、事務機、情報、通信等産業用電子機器向け市

場等に使用される電子部品の製造販売を主要な事業としております。当社の企業集

団の製品別事業部の主要製品は次のとおりであります。 

事 業 部 主   要   製   品 

Ｃ Ｓ 事 業 部 コネクタ(同軸、ＦＰＣ、基板対基板)、ジャック 

Ｆ Ｃ 事 業 部 リモコン、スイッチ、Bluetooth®ユニット、カメラモジュール

Ｔ Ｐ 事 業 部 タッチパネル(抵抗式、静電容量式、光学式) 
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(6) 主要な営業所及び工場 

①当社 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

本 社 
大 阪 支 店 
名 古 屋 支 店 

東 京 都 品 川 区
大 阪 府 大 阪 市
愛 知 県 名 古 屋 市

富 山 事 業 所
ひ た ち 事 業 所

 

富 山 県 富 山 市
茨 城 県 日 立 市

 

 

②子会社 

名   称 所 在 地 名   称 所 在 地 

SMK Electronics 

Corporation, 

U.S.A. 

アメリカ合衆国  
カリフォルニア州  
チュラビスタ市 

SMK Electronics 

(Dongguan) Co., 

Ltd. 

中華人民共和国  
広東省東莞市 
 

 

(7) 使用人の状況 

使用人数 前期末比増減 

7,121名   899名減 

 

(8) 重要な子会社の状況 

会 社 名 資 本 金 出資比率 主要な事業内容 

SMK Electronics Corporation, 
U.S.A. 

千米ドル 
15,100 100.0％ 

北米大陸における当社及び当
社子会社の製品の輸入販売並
びに現地生産品の販売 

SMK Manufacturing, Inc. 
千米ドル 
10,040 

※ 
100.0％ 

当社の技術指導による電子部
品の生産及び当社子会社への
販売 

SMK Trading (H.K.) Ltd. 
千香港ドル 

200 
※ 
100.0％ 

当社及び当社子会社の製品の
販売 

SMK Electronics (Dongguan) 
Co., Ltd. 

千中国元 
 88,232 

※ 
100.0％ 

当社の技術指導による電子部
品の生産並びに当社及び当社
子会社への販売 

（注）※印はすべて間接所有です。 
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(9) 主要な借入先及び借入額 

借   入   先 借   入   額 

株式会社みずほコーポレート銀行      3,805百万円 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行      2,200百万円 

 

 

２．株式に関する事項 
 
(1) 発行可能株式総数           195,961,274株  

(2) 発行済株式の総数             79,000,000株(自己株式7,620,793株を含む) 

(3) 株主数                          10,371名 

(4) 大株主(上位となる10名の株主) 

順位 株    主    名 持 株 数 持株比率 
  千株 ％

１ 日本生命保険相互会社 3,601 5.05 

２ 株式会社みずほコーポレート銀行 3,531 4.95 

３ 大日本印刷株式会社 3,200 4.48 

４ ＳＭＫ協力業者持株会 3,008 4.21 

５ 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,508 3.51 

６ ＳＭＫ社員持株会 1,969 2.76 

７ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,937 2.71 

８ 財団法人昭和池田記念財団 1,500 2.10 

９ 池田彰孝 1,471 2.06 

10 明治安田生命保険相互会社 1,379 1.93 

（注） 1. 当社は自己株式7,620千株を保有しておりますが、上記大株主からは除外
しており、また、上記持株比率は自己株式を控除して計算しております。 

    2. 財団法人昭和池田記念財団は、平成25年４月１日付で公益財団法人昭和池田

記念財団に名称変更されております。 
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３．会社役員に関する事項 
 
(1) 取締役及び監査役 

地  位 氏   名 担当 重要な兼職の状況 

代 表 取 締 役 会 長 中 村 哲 也   

代 表 取 締 役 社 長 池 田 靖 光   

取 締 役 副 社 長 櫻 井 慶 雄 ＣＩＯ､ＣＳ事業部、ＦＣ事

業部、生産技術センター、Ｍ

‐プロジェクト推進室、人事

部、システム開発部担当 

 

取 締 役 角  芳 幸 ＣＴＯ､技術本部長､技術管

理部､SMK Electronics 

Technology Development 

(Shenzhen) Co., Ltd.、信頼

性センター､環境室担当 

 

取 締 役 棚 橋 祐 治  石油資源開発株式会社

代表取締役会長 

常 勤 監 査 役 池 田 彰 孝   

監 査 役 山 田  一   

監 査 役 杉 原 幸 一 郎   

監 査 役 中 島  成  弁護士 

（注） 1. 平成24年６月22日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって、山田一氏が

取締役を任期満了により退任し、同日付けで新たに監査役に選任され、就任

いたしました。 

    2. 平成24年６月22日開催の第90回定時株主総会終結の時をもって、小林健二氏

が監査役を任期満了により退任いたしました。 

    3. 平成24年６月22日開催の第90回定時株主総会において、角芳幸氏が新たに取

締役に選任され、就任いたしました。 

    4. 取締役棚橋祐治氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

    5. 石油資源開発株式会社は、当社と特別な関係はありません。 

    6. 監査役杉原幸一郎、中島成の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査

役であります。 

    7. 監査役山田一、杉原幸一郎の両氏は、金融機関勤務を通して培った豊富な知
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識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するもの

であります。 

    8. 監査役中島成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経

営に関する相当程度の知見を有するものであります。 

     また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出てお

ります。 

 

(2) 当事業年度に係る役員の報酬等の総額 

区分 支給人員 報酬等の額 摘要 

取締役 ６名 124百万円 － 

監査役 ６名 34百万円 － 

計 12名 158百万円 － 

（注） 1. 上記の取締役には、期中に退任した１名を含めております。 

    2. 上記の監査役には、期中に退任した２名を含めております。 

    3. 上記の取締役の報酬等の額には、当事業年度に役員退職慰労引当金として費

用処理した27百万円を含めております。 

    4. 上記のほか、役員退職慰労引当金として費用処理した金額から、役員退職慰

労金を以下のとおり支給しております。 

   退任取締役 １名 ８百万円 
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(3) 社外役員の主な活動状況 

区分 氏名 主な活動状況 

取締役 棚橋 祐治 当期中に開催の取締役会の100％に出席し、必要に
応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行
っております。 

監査役 杉原幸一郎 当期中に開催の取締役会、監査役会にはともに
100％出席しました。取締役会においては、必要に
応じ、金融機関での知識・経験に基づき、議案審
議等に関して発言を行っております。また、監査
役会においては、重要事項の協議等を行っており
ます。 

監査役 中島  成 当期中に開催の取締役会、監査役会にはともに
100％出席しました。取締役会においては、必要に
応じ、弁護士としての専門的見地から、議案審議
等に関して発言を行っております。また、監査役
会においては、重要事項の協議等を行っておりま
す。 

 
 

(4) 社外役員の報酬等の総額等 

 支給人員 報酬等の額 子会社からの役員報酬等

社外役員の報酬等の総額等   ４名 14百万円 － 

（注） 上記の社外役員には、期中に退任した１名を含めております。 
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４．会計監査人に関する事項 
 
(1) 会計監査人の名称 

新日本有限責任監査法人 

 

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

①報酬等の額                                              52百万円 

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の              52百万円 

財産上の利益の合計額 
（注） 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、上記の金額にはこれらの合計額

を記載しております。 

    2. 当社の子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けてお

ります。 

    3. 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外

の業務である財務調査業務についての対価を支払っております。 

 

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針 

当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、原則

として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監

査役会の同意又は請求により、会計監査人の解任又は不再任に関する議題を株主総

会に提案いたします。 
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５．業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の
概要 

 
当社は、平成25年４月25日開催の定時取締役会において、上記体制につき、次のと

おり改定し、決議いたしました。その概要は以下のとおりです。 

 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための

体制 

当会社は、「企業理念・行動指針」ならびに「企業行動憲章」の実践規範として

「ＳＭＫグループ社員行動規範」を定めているが、当会社の役員及び使用人は、企

業の自由な競争下において、法令等の遵守とともに、高い倫理観を持った行動が求

められる。 
このため、ＣＳＲの前提としてのＰＳＲ(Personal Social Responsibility)の意

識を徹底させることが前提であり、社員教育の推進と違反行為の防止・予防を目的

とする「コンプライアンス委員会」、ならびに、内部通報窓口として、経営企画室

及び外部弁護士を窓口とし、かつ、匿名性を保証する「ＳＭＫ倫理ヘルプライン」

を設置したが、今後さらに制度の円滑な運用と、より強固な体制づくりを進めて行

く。また、当会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体

に対しては断固たる行動をとるものとし、一切の関係を遮断する。なお、反社会的

勢力による不当要求に備えて、警察、弁護士等の外部専門機関と連携を強化してい

る。 

 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項 

株主総会や取締役会議事録は、株主の閲覧請求等に常に対応できるように担当の

総務部は適正に保存及び管理しておかなければならない。取締役の職務の執行にか

かる各種会議、稟議・指示事項等の文書の取扱いは、運用マニュアル等に基づき、

その経緯・実施状況を正確に記録し担当部門が保存しておくとともに、その後の管

理水準の向上に資するものでなければならない。また、各業務マニュアルの制定・

改廃等は、関係部門と協議し、「規程管理規程」に基づき迅速に行われなければな

らない。取締役及び監査役は、常時これらの状況を把握するとともに、報告もれや

誤りがないかどうか担当者等に照会・質問し、不都合な事項は速やかに指摘するな

どして、今後の管理水準の向上に努めなければならない。 
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(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当会社の企業活動に伴い発生する経営リスク、ならびに自然災害等、当会社の

財産及び当会社の社員の安全を脅かす事象が発生した場合には、社長を委員長と

する「危機管理委員会」が、「危機管理規程」に従い、当会社及び関連会社の事

業の継続に向けた迅速な復旧を行う。更に、予防的な措置についても十分配意し

なければならない。 

また、総務部・人事部は緊急時の連絡・対応方法の周知徹底とそれらの適切な

見直し、従業員との十分な意思の疎通などを図っていかなければならない。 

また、担当部門は次の諸点のチェック体制を強化しなければならない。 

１)「内部通報制度」の活用による事故等の未然防止と実効性ある運用 

２) 個人情報その他内部情報及びデータ管理の徹底 

３) 環境汚染物質の使用禁止、製造不良やデットストックの削減による経営効率

の向上と産業廃棄物の減少 

４)「安全保障貿易管理委員会」を中心とする輸出禁止製品等の取扱いの厳格化 

５) その他、取締役会において重大と判断したリスクの管理 
 

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

取締役会等において承認された月・年次の経営諸計画の遂行状況について、経営

企画室及び経理部は、連結業績、部門・事業所別業績、個別不採算製品の申請・承

認、その他資金・設備投資・経費等の実施状況について、取締役会等において定期

的に報告し、非効率または業務改善の必要性を指摘し、業務の効率性及び管理水準

の向上に努めて行かなければならない。また、組織・人員の配置については、市場

の変化等に弾力的に対応して、適材適所に配置していくこととする。また、社外に

おける経験豊富な人材を社外取締役に登用し、活用・補完していくものとする。 

 

(5) 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当会社は、現在の海外ビジネスの展開に至るまで、1970年代から主として海外の

現地法人化によるＴＮ(トランスナショナル)経営を進めてきたので、連結中心の経

営体制が定着してきた。従って、個別企業の適用法令・管理方法に加えて、企業集

団を前提とする横断的なＴＮ管理方法を前提とした諸規程の適用、ならびに管理体

制を継続していく。このため、会社間取引ならびに諸種のデータ間に齟齬が生じな

いよう、子会社担当役員ならびにシステム開発部担当役員は検証しなければならな

い。また、公表財務諸表との有機的結合が可能となるよう、経理担当役員は各種デ
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ータ及びデータ間の検証を行い、公表財務諸表の正確性を確保して行かなければな

らない。子会社担当役員ならびに経理担当役員は、子会社の内部統制組織の整備・

改善を指導しなければならない。 

 

(6) 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に

関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役の独立性を尊重することが、経営の安定性、リスクヘッジにつながると認

識するので、監査役会の体制ならびに監査役の業務の執行には全面的に支援・協力

する方針である。また、監査役を補助すべき使用人を置く場合は、監査役会の推薦

または同意の上配属し、人事評価及び異動等については、事前に監査役会の意見を

聴取して実施する。 

 

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関す

る体制 

取締役会、その他の重要な会議には監査役が出席し、議案の審議内容をチェック

するとともに、取締役会規則等に定める提出議案がもれなく提出されているかどう

かについて、日常業務を担当する取締役その他の役員及び使用人から、担当取締役

と同一レベルで、資料の提出、意見の聴取を行うことができる。監査役から説明を

求められた役員も拒否することができないなど、監査役の職務執行の妨げとなる一

切の障害を排除する体制を保証するものとする。なお、各監査役に伝達すべき情報

を入手した監査役は、監査役会において報告をしなければならない。 

 

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役の監査は、取締役から独立した立場で監査手続を実施できることを保証す

る。このため、監査役の独立性を阻害する制度等は一切排除することを保証しなけ

ればならない。会計監査人との連携を阻害する事項も、一切排除することを取締役

は保証しなければならない。また、監査役は必要に応じて弁護士その他の社外専門

家を活用することができる。 
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連 結 貸 借 対 照 表 

(平成25年３月31日現在) 
（単位：百万円） 

資   産   の   部 負   債   の   部 

科      目 金  額 科      目 金  額 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 

商 品 及 び 製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 

工 具 、 器 具 及 び 備 品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 

の れ ん 

そ の 他 

投資その他の資産 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

 

32,633 

8,713 

14,551 

2,805 

731 

1,929 

471 

3,483 

△52 

19,864 

16,705 

5,243 

5,090 

1,657 

4,357 

357 

312 

164 

148 

2,846 

1,908 

141 

290 

617 

△111 

流 動 負 債 

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 

短 期 借 入 金 

未 払 金 

未 払 法 人 税 等 

賞 与 引 当 金 

そ の 他 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金 

退 職 給 付 引 当 金 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 

そ の 他 

19,164 

3,194 

7,141 

6,656 

370 

475 

1,325 

5,129 

4,347 

161 

143 

477 

 

負 債 合 計 24,293 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 

資 本 金 

資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 

為替換算調整勘定 

新 株 予 約 権 

30,798 

7,996 

12,345 

14,154 

△3,698 

△2,672 

69 

△2,742 

78 

純 資 産 合 計 28,204 

資 産 合 計 52,498 負 債 純 資 産 合 計 52,498 
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連 結 損 益 計 算 書 
 

(
平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで)

（単位：百万円） 
科      目 金  額 

売 上 高  54,475 
売 上 原 価  47,047 

売 上 総 利 益  7,428 
販売費及び一般管理費  8,281 

営 業 損 失  853 
営 業 外 収 益   

受 取 利 息 21  
受 取 配 当 金 52  
不 動 産 賃 貸 料 
為 替 差 益 

718 
1,963 

 

そ の 他 195 2,950 
営 業 外 費 用   

支 払 利 息 126  
不 動 産 賃 貸 原 価 293  
そ の 他 100 520 
経 常 利 益  1,576 

特 別 利 益   
固 定 資 産 売 却 益 
投 資 有 価 証 券 売 却 益 

143 
352 

 

そ の 他 7 503 
特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 
減 損 損 失 
関 係 会 社 整 理 損 
特 別 退 職 金 

256 
200 
108 
98 

 

そ の 他 68 732 
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  1,347 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  488 
法 人 税 等 調 整 額  1,062 
少数株主損益調整前当期純損失  203 
少 数 株 主 損 失  5 
当 期 純 損 失  198 
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連結株主資本等変動計算書 
 

(
平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで)

（単位：百万円） 

 
株   主   資   本 

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 7,996 12,345 14,784 △3,554 31,572

当 期 変 動 額   

剰 余 金 の 配 当 ― ― △432 ― △432

当 期 純 損 失 ― ― △198 ― △198

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △143 △143

自 己 株 式 の 処 分 ― △0 ― 0 0

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

― ― ― ― ―

当 期 変 動 額 合 計 ― △0 △630 △143 △773

当 期 末 残 高 7,996 12,345 14,154 △3,698 30,798

 

 
その他の包括利益累計額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券 
評 価 差 額 金 

為替換算 
調整勘定 

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 147 △3,499 △3,352 32 5 28,257

当 期 変 動 額    

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― ― △432

当 期 純 損 失 ― ― ― ― ― △198

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― ― ― △143

自 己 株 式 の 処 分 ― ― ― ― ― 0

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 

△77 757 680 45 △5 721

当 期 変 動 額 合 計 △77 757 680 45 △5 △52

当 期 末 残 高 69 △2,742 △2,672 78 ― 28,204
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連 結 注 記 表 
 
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等 
 
1.連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数  26社 
主要な連結子会社名 
SMK Electronics Corporation, U.S.A. 
SMK Manufacturing, Inc. 
SMK Trading (H.K.) Ltd. 
SMK Electronics (Dongguan) Co., Ltd. 

(2)主要な非連結子会社名 
SMK Brasileira Industria Eletronica Ltda. 

連結の範囲から除いた理由 
非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、 
当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いず 
れも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためです。 
 

2.持分法の適用に関する事項 
(1)持分法を適用した関連会社の数 １社 

会社等の名称 
茨城プレイティング工業(株) 

(2)持分法を適用しない非連結子会社 
主要な会社等の名称 

SMK Brasileira Industria Eletronica Ltda. 
持分法を適用しない理由 
非連結子会社２社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余
金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類
に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法
の適用範囲から除外しております。 

(3)持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 
持分法適用会社の茨城プレイティング工業(株)の決算日は４月30日であり
ますが、連結計算書類の作成に当たっては、３月31日付で仮決算を行って
おります。 
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3.会計処理基準に関する事項 
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定) 

時価のないもの 移動平均法による原価法 
②デリバティブ 

時価法 
③たな卸資産 
  通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によってお
ります。 
製     品 売価還元法 
仕  掛  品 主として最終仕入原価法 
原  材  料 最終仕入原価法 
連結子会社は主に移動平均法 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 
①有形固定資産(リース資産を除く) 

定率法、連結子会社は主に定額法 
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)につ
いては、定額法によっております。 
なお、当社及び国内連結子会社における主な耐用年数は次のとおりです。 
建物及び構築物     10～50年 
機械装置及び運搬具   ４～10年 
工具、器具及び備品   ２～６年 

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度 
額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっており 
ます。 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度よ
り、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後
の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 
これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 
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②無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法 
なお、当社及び国内連結子会社において、自社利用のソフトウエアの耐
用年数については、社内における利用可能期間(５年)に基づいておりま
す。 

③リース資産 
  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
  リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっており 

ます。 
(3)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 
従業員に対する賞与の支給に充てるため、当社及び国内連結子会社なら
びに一部の海外連結子会社について、当連結会計年度末以降における支
給見込額のうち、当連結会計年度に属する支給対象期間に対応する金額
を計上しております。 

③役員賞与引当金 
役員に対する賞与の支給に充てるため、当連結会計年度における支給見
込額に基づき計上しております。 

④退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生して
いると認められる額を計上しております。 
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数(５年)による按分額を定額法によりそれ
ぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

⑤役員退職慰労引当金 
取締役及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
連結会計年度末要支給額を計上しております。 
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(4)その他連結計算書類の作成のための重要な事項 
消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係
る控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理
しております。 
 
 

連結貸借対照表に関する注記 
 
1.担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1)担保に供している資産 
     建物及び構築物                          1,260百万円   
     機械装置及び運搬具                        0百万円   
     工具、器具及び備品                 1百万円 
     土地                                     943百万円   
     計                                     2,206百万円   
(2)担保に係る債務 
     短期借入金                                1,883百万円  
     長期借入金                               3,641百万円  
     計                                        5,524百万円  
 

      
2.有形固定資産の減価償却累計額                  43,369百万円 

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。 
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連結株主資本等変動計算書に関する注記 
 
1.当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

  普通株式                79,000,000株 
 
2.配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月22日 
定時株主総会 

普通株式 432 6 平成24年３月31日 平成24年６月25日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会
計年度となるもの 

  ①配当金の総額          356百万円 
  ②１株当たり配当額         ５円 
  ③基準日              平成25年３月31日 
  ④効力発生日            平成25年６月24日 

 
なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。 
 

3.当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを
除く。）の目的となる株式の種類及び数 

普通株式                 16,000株  
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金融商品に関する注記 
 
1. 金融商品の状況に関する事項 

 
(1)金融商品に対する取組方針 

当社グループは、資金運用については主に安全性の高い金融資産で運用し、
また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブ
は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機目的のデリバテ
ィブ取引は行わない方針であります。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びに管理体制 
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されており
ます。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理基準に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、信用状況を１年ごとに調
査し、与信を見直す管理体制としております。投資有価証券である株式は、
市場価額の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が
取締役会に報告されております。 
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期
日であります。また、グローバルに事業を展開していることから生じてい
る外貨建債権債務に係る為替の変動リスクを軽減するため、為替予約取引
を行っておりますが、外貨建債権債務の範囲内で行うこととしております。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借
入金(原則として５年以内)は主に設備投資に係る資金調達であります。変
動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長
期のものの一部については、金利変動リスクを回避するため、デリバティ
ブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。ヘッジ
の有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たし
ているため、その判定をもってその有効性の評価を省略しております。 
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に
従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスク
を軽減するために、信用度の高い銀行とのみ取引を行っております。また、
営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループ
では、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
ます。 

(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含まれております。 
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2. 金融商品の時価等に関する事項 
平成25年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ
いては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認
められるものは、次表には含めておりません((注)2を参照下さい。)。 

 
(単位：百万円) 

 連結貸借対照表
計上額 

時価 差額 

(1)現金及び預金 8,713 8,713 ―
(2)受取手形及び売掛金 14,551 14,551 ―
(3)投資有価証券  
 その他有価証券 1,706 1,706 ―

資産計 24,970 24,970 ―
(1)支払手形及び買掛金 3,194 3,194 ―
(2)短期借入金 4,940 4,940 ―
(3)未払金 6,656 6,656 ―
(4)長期借入金(※1) 6,548 6,542 △5

負債計 21,339 21,334 △5
デリバティブ取引(※2) △65 △65 ―
(※1) 長期借入金は、連結貸借対照表において短期借入金として表示しておりま 

す１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。 
(※2) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。 

 
(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する 

事項 
資産 
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 
当該帳簿価額によっております。 
(3)投資有価証券 
時価については、株式は取引所の価格によっております。 

負債 
(1)支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、及び(3)未払金 
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、 
当該帳簿価額によっております。 
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(4)長期借入金 
時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想 
定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

デリバティブ取引 
時価は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 
(単位：百万円) 

区分 連結貸借対照表計上額 
非上場株式 202
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め
られるため、「(3)投資有価証券」には含めておりません。 
 

賃貸等不動産に関する注記 
 
1. 賃貸等不動産の状況に関する事項 

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用のオフィス
ビル(土地を含む。)、倉庫等を有しております。 

 
2. 賃貸等不動産の時価に関する事項 

(単位：百万円) 
連結貸借対照表計上額 時価 

4,057 10,010
(注)1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額で 

あります。 
  2. 当期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士等により算定された金額で 

あります。 
 

１株当たり情報に関する注記 
 
1.１株当たり純資産額                  394円81銭 
 
2.１株当たり当期純損失                  2円78銭 

 
重要な後発事象に関する注記 
 
 該当事項はありません。 
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貸 借 対 照 表 
(平成25年３月31日現在) 

（単位：百万円） 
資   産   の   部 負   債   の   部 

科      目 金  額 科      目 金  額 
流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 
売 掛 金 
商 品 及 び 製 品 
仕 掛 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
関 係 会 社 短 期 貸 付 金 
未 収 入 金 
未 収 消 費 税 等 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

 
固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
車 両 運 搬 具 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 
リ ー ス 資 産 
土 地 

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
そ の 他 

投資その他の資産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
関 係 会 社 出 資 金 
従業員に対する長期貸付金 
長 期 前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

30,424 
3,709 
443 

17,133 
591 
44 

732 
38 

255 
6,481 
753 
235 
74 

△70 
 

17,352 
9,620 
3,381 

62 
1,430 

0 
530 
7 

4,206 
108 
93 
14 

7,623 
1,673 
4,448 
832 
69 
26 

206 
479 

△111 

流 動 負 債 
支 払 手 形 
買 掛 金 
短 期 借 入 金 
1年内返済予定の長期借入金 
未 払 金 
未 払 費 用 
未 払 法 人 税 等 
預 り 金 
前 受 収 益 
賞 与 引 当 金 
そ の 他 

固 定 負 債 
長 期 借 入 金 
退 職 給 付 引 当 金 
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 
そ の 他 

15,543 
70 

3,187 
4,940 
2,200 
3,895 
220 
69 
43 
49 

402 
463 

4,873 
4,347 
144 
143 
238 

負 債 合 計 20,416 

純 資 産 の 部 
株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 
資 本 準 備 金 
そ の 他 資 本 剰 余 金 

利 益 剰 余 金 
利 益 準 備 金 
そ の 他 利 益 剰 余 金 

配 当 平 均 積 立 金 
退 職 積 立 金 
土 地 圧 縮 積 立 金 
建 物 等 圧 縮 積 立 金 
特 別 償 却 準 備 金 
別 途 積 立 金 
繰 越 利 益 剰 余 金 

自 己 株 式 
評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 
新 株 予 約 権 

27,229 
7,996 

12,352 
12,057 

295 
10,468 
1,306 
9,162 
550 
370 
172 
145 
7 

2,265 
5,652 

△3,587 
51 
51 
78 

純 資 産 合 計 27,359 

資 産 合 計 47,776 負 債 純 資 産 合 計 47,776 



― 28 ― 

損 益 計 算 書 
 

(
平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで)

 
（単位：百万円） 

科      目 金  額 
売 上 高  45,491 
売 上 原 価  42,235 

売 上 総 利 益  3,256 
販売費及び一般管理費  4,054 

営 業 損 失  797 
営 業 外 収 益   

受 取 利 息 25  
受 取 配 当 金 873  
不 動 産 賃 貸 料 697  
為 替 差 益 1,633  
雑 収 入 54 3,284 

営 業 外 費 用   
支 払 利 息 127  
不 動 産 賃 貸 原 価 275  
雑 損 失 18 421 
経 常 利 益  2,064 

特 別 利 益   
固 定 資 産 売 却 益 120  
投 資 有 価 証 券 売 却 益 352 472 

特 別 損 失   
固 定 資 産 除 却 損 172  
減 損 損 失 200  
関 係 会 社 株 式 評 価 損 98  
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損 90  
関 係 会 社 整 理 損 139  
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 0  
そ の 他 89 791 
税 引 前 当 期 純 利 益  1,745 
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  66 
法 人 税 等 調 整 額  1,080 
当 期 純 利 益  598 
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株主資本等変動計算書 
 

(
平成24年４月１日から
平成25年３月31日まで)

 

（単位：百万円） 

 

株 主 資 本 

資 本 金 
資 本 剰 余 金 

資 本 準 備 金 その他資本剰余金 

当 期 首 残 高 7,996 12,057 295 

事 業 年 度 中 の 変 動 額    

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― 

当 期 純 利 益 ― ― ― 

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― 

自 己 株 式 の 処 分 ― ― △0 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額）

― ― ― 

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― △0 

当 期 末 残 高 7,996 12,057 295 

 

 

 

株 主 資 本 

利 益 剰 余 金 
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 

利 益 準 備 金 その他利益剰余金

当 期 首 残 高 1,306 8,995 △3,446 27,204 

事 業 年 度 中 の 変 動 額     

剰 余 金 の 配 当 ― △432 ― △432 

当 期 純 利 益 ― 598 ― 598 

自 己 株 式 の 取 得 ― ― △142 △142 

自 己 株 式 の 処 分 ― ― 0 0 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額）

― ― ― ― 

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― 166 △141 24 

当 期 末 残 高 1,306 9,162 △3,587 27,229 
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（単位：百万円） 

 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等
合計 

当 期 首 残 高 136 136 32 27,373 

事 業 年 度 中 の 変 動 額     

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― △432 

当 期 純 利 益 ― ― ― 598 

自 己 株 式 の 取 得 ― ― ― △142 

自 己 株 式 の 処 分 ― ― ― 0 

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額）

△85 △85 45 △39 

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △85 △85 45 △14 

当 期 末 残 高 51 51 78 27,359 

 
（注） その他利益剰余金の内訳 
 配当平均積立金 退 職 積 立 金 土地圧縮積立金 建物等圧縮積立金 

当 期 首 残 高 550 370 172 157 

事 業 年 度 中 の 変 動 額     

剰 余 金 の 配 当 ― ― ― ― 

当 期 純 利 益 ― ― ― ― 

建物等圧縮積立金の取崩 ― ― ― △11 

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 ― ― ― ― 

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― ― △11 

当 期 末 残 高 550 370 172 145 
 
 特別償却準備金 別 途 積 立 金 繰越利益剰余金 合 計 

当 期 首 残 高 21 2,265 5,458 8,995 

事 業 年 度 中 の 変 動 額     

剰 余 金 の 配 当 ― ― △432 △432 

当 期 純 利 益 ― ― 598 598 

建物等圧縮積立金の取崩 ― ― 11 ― 

特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 △14 ― 14 ― 

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △14 ― 193 166 

当 期 末 残 高 7 2,265 5,652 9,162 
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個 別 注 記 表 

 

重要な会計方針 
 
1.資産の評価基準及び評価方法 

(1)有価証券 
子会社株式及び関連会社株式 
 移動平均法による原価法 
その他有価証券 

時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、
移動平均法により算定) 

時価のないもの 移動平均法による原価法 
(2)デリバティブ 

時価法 
(3)たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっ
ております。 
製     品 売価還元法 
仕  掛  品 材料費については最終仕入原価法、労務費・経費に

ついては実際発生額の合計額です。 
原  材  料 最終仕入原価法 
貯  蔵  品 最終仕入原価法 

 
2.固定資産の減価償却の方法  

(1)有形固定資産(リース資産を除く) 
定率法によっております。 
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物付属設備を除く)につ
いては、定額法によっております。 
なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

建物                15～50年 
構築物              10～50年 
機械及び装置            ８年 
車両運搬具            ４年 
工具、器具及び備品  ２～６年 
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また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度
額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっており
ます。 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以
後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価
償却の方法に変更しております。 
これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。 

(2)無形固定資産(リース資産を除く) 
定額法によっております。 
なお、自社利用のソフトウエアの耐用年数については、社内における利
用可能期間(５年)に基づいております。 

(3)リース資産 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によってお
ります。 

 
3.引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率
により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。 

(2)賞与引当金 
従業員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度末以降における支
給見込額のうち、当事業年度に属する支給対象期間に対応する金額を計
上しております。 

(3)役員賞与引当金 
役員に対する賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額
に基づき計上しております。 

(4)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認
められる額を計上しております。 
数理計算上の差異については、各期の発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(５年)による按分額を定額法によりそれぞれ発生の
翌事業年度より費用処理しております。 
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(5)役員退職慰労引当金 
取締役及び執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当
事業年度末要支給額を計上しております。 

 
4.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  

(1)ヘッジ会計の方法  
a ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引について、当該特例処
理によっております。 

b ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 

  金利スワップ 
ヘッジ対象 

  金利変動により影響を受ける長期借入金利息 
c ヘッジ方針 

当社所定の社内承認手続を行った上で、借入金利息の金利変動リスクを
回避する目的により、金利スワップを利用しております。 

d ヘッジ有効性評価の方法 
金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価の
判定を省略しております。 

(2)消費税等の会計処理 
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、資産に係
る控除対象外消費税及び地方消費税は当事業年度の費用として処理して
おります。 

(3)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理しております。 
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貸借対照表に関する注記 
 
1.担保に供している資産及び担保に係る債務 

(1)担保に供している資産 
     建物                    806百万円 
   構築物                   13百万円 
     機械及び装置                 0百万円 
     工具、器具及び備品              1百万円 
     土地                                     943百万円  
     計                    1,766百万円 
(2)担保に係る債務 
     短期借入金                1,364百万円 
     1年内返済予定の長期借入金                  518百万円  

      長期借入金                               3,641百万円  
      計                                       5,524百万円  

 
2.有形固定資産の減価償却累計額                 32,973百万円 

減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。 
 
3.関係会社に対する金銭債権及び債務 

短期金銭債権         11,421百万円 
長期金銭債権             7百万円 
短期金銭債務         2,320百万円 
なお、区分掲記したものについては除いております。 

 
 

損益計算書に関する注記 
 
関係会社との取引高 

売    上    高          29,567百万円 
売  上  原  価       22,974百万円 
販売費及び一般管理費           87百万円 
営業取引以外の取引高           1,037百万円 
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株主資本等変動計算書に関する注記 
 
当該事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

普通株式                          7,620,793株 
 
 
税効果会計に関する注記 
 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
繰延税金資産 
たな卸資産評価損 59百万円 
賞与引当金 152 
関係会社株式評価損 662 
関係会社出資金評価損 84 
退職給付引当金 670 
貸倒引当金 68 
減損損失 143 
繰越欠損金 41 
その他 334 
繰延税金資産小計 2,217 
評価性引当額 △1,549 
繰延税金資産合計 668 

 
繰延税金負債 
土地圧縮積立金 △94 
建物等圧縮積立金 △81 
特別償却準備金 △4 
その他有価証券評価差額金 △26 
繰延税金負債合計 △206 
繰延税金資産の純額 461 
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関連当事者との取引に関する注記 
 

子会社及び関連会社等 

属性 会社等の名称 

議決権等の
所有(被所有)

割合 
(％) 

関連当事者 
との関係 

取引の 
内容 

取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)

子会社 
SMK Electronics Corporation, 
U.S.A. 

所有 
直接100

当社製品の販売 
売上 
(注)１ 

6,664 売掛金 2,217 

子会社 SMK Hungary Kft. 
所有 

直接100
同社製品の購入 

資金の貸付
(注)２ 

469 短期貸付金 545 

子会社 
SMK High-Tech Taiwan Trading 
Co., Ltd. 

所有 
直接100

当社製品の販売 
売上 
(注)１ 

2,379 売掛金 612 

子会社 SMK Electronics (H.K.) Ltd. 
所有 

直接100
同社製品の購入 

資金の貸付
(注)２ 

3,379 短期貸付金 3,597 

子会社 SMK Trading (H.K.) Ltd. 
所有 

間接100
当社製品の販売 

売上 
(注)１ 

9,739 売掛金 3,381 

子会社 
SMK Electronics (Dongguan) Co., 
Ltd. 

所有 
間接100 

同社製品の購入 
仕入 
(注)１ 

8,637 買掛金 999 

子会社 
SMK Electronics (Shenzhen) Co., 
Ltd. 

所有 
直接100

当社製品の販売 
同社製品の購入 

売上 
(注)１ 

972 売掛金 1,517 

仕入 
(注)１ 

5,978 買掛金 426 

子会社 
SMK Electronics Int’l Trading 
(Shanghai) Co., Ltd. 

所有 
間接100

当社製品の販売 
売上 
(注)１ 

3,681 売掛金 938 

子会社 
SMK Electronics Singapore Pte. 
Ltd. 

所有 
間接100

当社製品の販売 
売上 
(注)１ 

2,268 売掛金 845 

子会社 
SMK Electronics (Phils.) 
Corporation 

所有 
直接100

同社製品の購入 

仕入 
(注)１ 

5,575 買掛金 575 

資金の貸付
(注)２ 

1,149 短期貸付金 1,335 

子会社 昭和エンタプライズ㈱ 
所有 

直接100

リース契約の締結
担保の受入 
役員の兼任 

資金の貸付
(注)２ 

590 短期貸付金 590 

担保の受入
(注)３ 

439 ― ― 
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（注）取引条件及び取引条件への決定方針等 
1. 市場価格、総原価を勘案して取引価格を決定しております。 
2. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており

ます。 
3．銀行借入につき、抵当権を設定しております。 

 
 

１株当たり情報に関する注記 
 

1.１株当たり純資産額                      382円20銭 
 

2.１株当たり当期純利益                      8円36銭 
 
 
重要な後発事象に関する注記 
 

該当事項はありません。 
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本 
 

 

独立監査人の監査報告書 
 

平成２５年５月２１日 
Ｓ Ｍ Ｋ 株 式 会 社 
 取 締 役 会 御 中 
 

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 玉 井 哲 史 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 定 留 尚 之 ㊞

 
 当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、ＳＭＫ株式会社の平成２４年４月 
１日から平成２５年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、 
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結 
計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示 
のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備 
及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に 
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる 
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽 
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査 
を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施 
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽 
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について 
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた 
適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を 
検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって 
行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
  
監査意見 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 
の基準に準拠して、ＳＭＫ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る 
期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 
関係はない。 

以  上 
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会計監査人の監査報告書 謄本 
 

 

独立監査人の監査報告書 
 

平成２５年５月２１日 
Ｓ Ｍ Ｋ 株 式 会 社 
 取 締 役 会 御 中 
 

新日本有限責任監査法人 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 玉 井 哲 史 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 定 留 尚 之 ㊞

 
当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、ＳＭＫ株式会社の平成２４年 

４月１日から平成２５年３月３１日までの第９１期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、 
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 

 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算 
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による 
重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が 
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び 
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正 
妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類 
及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査 
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する 
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類 
及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の 
目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク 
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属 
明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した 
会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての 
計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
  
監査意見 

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と 
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産 
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害 
関係はない。 

以  上 
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監査役会の監査報告書 謄本 
 
 

監 査 報 告 書 
 

当監査役会は、平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの第９１期事業年度の

取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査

役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、当期の監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査の方針、職務の分

担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監

査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用

人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

 また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社

法施行規則第１００条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容

及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使

用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求

め、意見を表明いたしました。 

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必

要に応じて子会社から事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討い

たしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視

及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確

保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管

理基準」（平成１７年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受

け、必要に応じて説明を求めました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資

本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしま

した。 
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２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し

ているものと認めます。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な

事実は認められません。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい

ても、指摘すべき事項は認められません。 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果 

会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

   

平成２５年５月２２日 

                ＳＭＫ株式会社 監査役会 

                   常勤監査役  池 田 彰 孝 ㊞ 

                   監 査 役  山 田   一 ㊞ 

                   監 査 役  杉 原 幸一郎 ㊞ 

                   監 査 役  中 島   成 ㊞ 

 

（注） 監査役杉原幸一郎及び監査役中島成は会社法第２条第１６号及び第３３５条

第３項に定める社外監査役であります。 

 以上 
 

以上 
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株主総会参考書類 
 

議案および参考事項 

 

第１号議案 剰余金の処分の件 

  配当金につきましては、連結業績を基本として中長期の収益力および内部留保

の状況などを勘案し決定しておりますが、当期の期末配当金につきましては、以

下のとおりとさせていただきたく存じます。 

  期末配当に関する事項 

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

当社普通株式１株につき金５円  総額356,896,035円 

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日 

     平成25年６月24日 
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第２号議案 監査役１名選任の件 

監査役池田彰孝氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役１名の選任をお願いいたしたいと存じます｡ 

  なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

  監査役候補者は次のとおりであります。 
 

氏  名 
(生年月日) 

略歴、地位および重要な兼職の状況 
所有する当
社株式の数

いけだ  てるたか 

池田 彰孝 
 

( 昭和12年 
１月24日生 )

 

昭和35年５月 当社入社 
昭和38年７月 当社取締役 
昭和42年７月 当社専務取締役 
昭和48年７月 当社代表取締役社長 
平成８年４月 当社代表取締役会長兼社長 
平成14年４月 当社代表取締役会長 
平成21年６月 当社常勤監査役（現在） 

1,471,000株

 
 (注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 
 

 
 

以上 



 

株主総会会場ご案内図 
 
会場：ゲートシティホール(ウエストタワー地下１階） 

東京都品川区大崎１－11－１ゲートシティ大崎 TEL/03-5496-5311 
交通：JR山手線、湘南新宿ライン、りんかい線「大崎駅」下車南改札口より徒歩３分 
 
 

 
◎JR大崎駅南改札口を出て東西自由連絡通路を左手に進み、ゲートシティ大崎ウエスト

タワー入口よりお入り下さい。インフォメーション裏のエスカレータで地下１階まで
降りると、右手後方がゲートシティホール入口となっております。 




